
■均等割額の軽減
均等割額の軽減措置の対象となる総所得金額等(被保険者・世帯主)の基準 軽減割合（軽減後の均等割額） 

被保険者全員の各所得（年金所得は控除額を80万円として計算）が0円 

「基礎控除額（33万円）＋35万円×被保険者の数」で算出した額以下 

「基礎控除額（33万円）＋24.5万円×被保険者の数」で算出した額以下 
（被保険者である世帯主を除く） 

基礎控除額（33万円）以下 

9割軽減（4,392円） 

8.5割軽減（6,588円）※ 

5割軽減（21,962円） 

2割軽減（35,139円） 

※本来は7割軽減ですが、経過措置により平成22年度は8.5割の軽減となります。 
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後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の 

「
保
険
料
額
決
定
通
知
書
」
を
お
送
り
し
ま
す 

〜
7
月
中
旬
に
お
届
け
し
ま
す
〜

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
で
は
、
被
保
険
者
お
一
人
お
ひ
と
り

に
保
険
料
を
ご
負
担
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
そ
の
保
険
料
額
を

お
知
ら
せ
す
る
「
平
成
２２
年
度
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
額
決

定
通
知
書
」
を
７
月
中
旬
に
お
送
り
し
ま
す
。
 

　
こ
の
保
険
料
額
は
、
平
成
２１
年
中
の
所
得
に
応
じ
て
計
算
し

て
い
ま
す
。
（
左
表
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
）
 

保険料の計算方法 
①所得割額

②均等割額 ①＋②

（平成21年中の
　総所得金額等※　－　330,000円）　×　8.23％

平成22年度保険料額
（最高限度額50万円）

43,924円

総所得金額等とは、収入額から控除額を差し引
いた金額です。ただし、ここでいう控除額とは、
公的年金等控除額、給与所得控除額、必要経費
のことをいい、所得控除（社会保険料控除、扶
養控除など）は含みません。 

※ 

保
険
料
の
お
支
払
い
方
法

①
年
金
か
ら
お
支
払
い
い
た
だ
く
方

　（
特
別
徴
収
）
 

　
特
に
手
続
き
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。
 

※
特
別
徴
収
の
方
で
も
、
口
座
振
替

　
に
よ
る
お
支
払
い
に
変
更
す
る
こ

　
と
が
で
き
ま
す
。
く
わ
し
く
は
保

　
険
・
医
療
課
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
 

②
口
座
振
替
や
納
付
書
で
お
支
払
い

　
い
た
だ
く
方
（
普
通
徴
収
）
 

　
７
月
か
ら
３
月
ま
で
毎
月
納
付
い
 

た
だ
き
ま
す
。
 

※
普
通
徴
収
は
、
年
金
の
受
給
額
が

　
年
額
１８
万
円
未
満
の
方
お
よ
び
後

　
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険
料
と

　
介
護
保
険
料
の
合
計
額
が
老
齢
基

　
礎
年
金
等
受
給
額
の
１
／
２
を
超

　
え
る
方
の
み
が
対
象
と
な
り
ま
す
。
 

②
所
得
割
額
の
軽
減
 

　
総
所
得
金
額
か
ら
基
礎
控
除
額

（
３３
万
円
）を
引
い
た
額
が
、
５８
万
円

（
年
金
収
入
の
み
の
場
合
は
２
１
１
万

円
）
以
下
の
方
は
、
所
得
割
額
が
５

割
軽
減
さ
れ
ま
す
。
 

被
扶
養
者
だ
っ
た
方
の
保
険
料
の

軽
減
措
置
に
つ
い
て

　
制
度
に
加
入
す
る
直
前
に
被
用
者

保
険
（
全
国
健
康
保
険
協
会（
旧
・
政

府
管
掌
健
康
保
険
）、健
康
保
険
組
合
、

共
済
組
合
な
ど
）
の
被
扶
養
者
だ
っ

た
方
は
、
所
得
割
額
は
か
か
ら
ず
、

均
等
割
額
も
９
割
軽
減
さ
れ
ま
す
。
 

　
こ
の
他
、
災
害
で
大
き
な
損
害
を

受
け
た
と
き
、
所
得
の
著
し
い
減
少

が
あ
っ
た
と
き
、
他
の
被
保
険
者
や

世
帯
主
が
死
亡
し
た
こ
と
な
ど
に
よ

り
世
帯
の
所
得
が
軽
減
判
定
基
準
以

下
と
な
る
と
き
、
一
定
期
間
給
付
の

制
限
を
受
け
た
と
き
に
は
、
申
請
に

よ
り
保
険
料
の
減
免
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
く
わ

し
く
は
保
険
・
医
療
課
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。
 

問
い
合
わ
せ
 

　
市
民
安
全
部
保
険
・
医
療
課
 

　（
滝
野
庁
舎
）
 

　
1
４
８
・
３
０
０
４
 

 

所
得
に
応
じ
た
保
険
料
の
軽
減
措

置
に
つ
い
て

　
平
成
２１
年
中
の
所
得
に
応
じ
て
、

平
成
２２
年
度
の
保
険
料
が
軽
減
さ
れ

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
 

①
均
等
割
額
の
軽
減
 

　
平
成
２１
年
中
の
世
帯
（
世
帯
主
と

世
帯
内
の
被
保
険
者
）
の
総
所
得
金

額
等
が
下
表
の
額
以
下
の
方
 


